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支部保険者機能強化予算の概要 

■ 医療費適正化等の保険者機能を発揮するべきとの運営委員会や支部評議会でのご意見も踏まえ、令和元年度から支部の予算について、 

   新たな予算体系へと変更することとした。具体的には、「支部保険者機能強化予算」として、予算の枠組みとしては一本化するなど支部が扱い 

   やすいものとした上で、支部の創意工夫を可能な限り活かしながら、協会の将来的な医療費の節減につなげていくことを目的に、支部の予算額 

   についても拡充している。 

意見反映 意見反映 
令和元年度 

事業計画 

＋ 

令和元年度 

重点取組の 

報告 

平成30年度決算 

報告等 

＋ 

令和2年度事業 

計画に関する 

意見聴取等 

令和2年度保険料

率評議会意見 

＋ 

令和2年度保険者

機能強化予算 

要求案の説明 

都道府県単位 

保険料率等 

＋ 

令和2年度保険

者機能強化予算

最終案の説明 

令和2年度の支部事業計画・支部保険者機能強化予算の検討・策定 

協会の事業計画・予算の検討・策定 

（国とも調整しながら運営委員会の議を経る） 

事
業
計
画
・
予
算
大
臣
認
可 

支部保険者機能強化予算の評議会との関係 
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支部保険者機能強化予算の概要 

令和元年度の支部保険者機能強化予算を活用した各支部の取り組み 

【支部医療費適正化等予算関係】 

分野 区分 主な取組内容 取組件数 支部数 所要見込額 三重支部 

医療費適正化対策 

企画部門関係 

○ジェネリック医薬品の使用促進（47件） 
○適正受診対策（11件） 
○医療費分析（10件） 
○コラボヘルスの推進（個別・集団分析カルテ） 

112件 42支部 2.2億円 495万円 

業務部門関係 

○制度周知等広報物作成（25件） 
○各種勧奨業務委託（4件） 
○セミナーや研修会の開催（12件） 
○柔整療養費適正化（2件） 
○架電業務（証回収・返納金納付督促）のアウトソース（7件） 
○弁護士（債権回収・第三者行為届）の委託（2件） 
○内容点検の外部委託（1件） 

53件 32支部 0.4億円 － 

広報・意見発信 

紙媒体による広報 ○納入告知書に同封するチラシ、各種パンフレットやポスターなど（47件） 47件 47支部 2.2億円 682万円 

その他の広報 

○新聞及び地方広報誌を活用した広報（29件） 
○関係団体と連携した地域医療構想に関する啓発広報及び周知アンケート（1件）   
  ※アンケート結果を地域医療構想調整会議への提供や意見発信に活用する 

○地方自治体、商工会議所と連携した広報（15件） 

180件 44支部 2.5億円 － 

支部医療費適正化等予算 合計 7.3億円 1,177万円 

（支部予算枠） 1,280万円 
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支部保険者機能強化予算の概要 

【支部保健事業予算関係】 

分野 区分 主な取組内容 取組件数 支部数 所要見込額 三重支部 

健診関連経費 

集団健診 
○ショッピングセンターにおける集団健診の実施（15支部） 
○オプション付き（骨密度測定等）集団健診の実施（25支部） 
○生活習慣病予防健診の集団健診（7支部） 

79件 47支部 6.3億円 1,019万円 

事業者健診の 
結果データ取得 

○外部委託による事業所への事業者健診データ提出勧奨（35支部） 
○事業者健診結果（紙媒体）のデータ入力委託（31支部） 

69件 45支部 5.4億円 1,039万円 

健診推進経費 
（健診機関、業界団体、商工会議所等を対象として、健診の実施率向上や事業
者健診データの早期提供等を図る取り組みに対して目標を達成した場合に支払う
報奨金） 

43件 43支部 3.8億円 81万円 

健診受診 
勧奨等経費 

○事業所への電話勧奨（新規適用事業所、健診未実施事業所）（10支部） 
○事業所を経由せず直接、被保険者に対する生活習慣病予防健診勧奨の実施
（11支部） 
○被扶養者の直近数年間の健診受診状況・健診結果等、個別の状況に応じた
勧奨の実施（6支部） 
○年度当初の健診案内に係る印刷物 

214件 47支部 6.9億円 158万円 

その他（追加検査費用等） 76件 42支部 0.3億円 372万円 

保健指導関連 
経費 

保健指導 
利用勧奨経費 

○公民館等を利用した特定保健指導の実施（8支部） 
○健診実施時における健康相談（1支部） 
○来所型特定保健指導（3支部） 
○商業施設での集団保健指導（健診結果説明会等）（1支部） 
○年度当初の保健指導案内に係る印刷物 

80件 43支部 1.9億円 47万円 

その他（中間評価時の血液検査費等） 334件 47支部 1.9億円 40万円 

重症化予防事業 

未治療者 
受診勧奨 

○本部勧奨後、支部単独による電話や文書での勧奨（19支部） 
○本部勧奨後、委託業者による電話や文書での勧奨（13支部） 
○本部勧奨後、支部と委託業者両者による電話や文書での勧奨（14支部） 

45件 44支部 2.3億円 1,427万円 

重症化予防対策 

○地域医師会や薬剤師会との連携による重症化プログラムの実施（14支部） 
○医療機関と連携した支部保健師による生活改善サポート（5支部） 
○かかりつけ医との連携による糖尿病治療中または中断者に対する専門機関での
保健指導の実施（1支部） 
○糖尿病予備群に対する重症化予防啓発の実施 

49件 46支部 2.5億円 591万円 
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支部保険者機能強化予算の概要 

【支部保健事業予算関係】 

分野 区分 主な取組内容 取組件数 支部数 所要見込額 三重支部 

その他 
（コラボヘルス等） 

コラボヘルス事業 

○健康経営の普及のための運送業界等との連携による業界に特化した広報紙の
作成・配布（1支部） 
○健康経営セミナーの開催（19支部） 
○健康宣言事業所の普及・促進のための事例集の作成（9支部） 

121件 46支部 2.3億円 331万円 

情報提供ツール ○事業所健康度診断（事業所カルテ）等の作成・提供（11支部） 21件 19支部 0.6億円 － 

その他の 
保健事業 

○禁煙に関する啓発や喫煙者へのアプローチ（11支部） 
○歯科健診や歯と生活習慣病予防に関する広報・啓発（18支部） 
○関係団体との連携等による健康イベントの開催（16支部） 
○学術研究機関（大学）等と共同研究事業（3支部） 

140件 44支部 2.9億円 － 

その他 27件 27支部 0.1億円 － 

支部保健事業予算 合計 37.2億円 5,127万円 

（三重支部予算枠） 5,226万円 
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支部保険者機能強化予算の概要 

山形 

件名 湿布・軟膏の減量キャンペーン 

概要 
 貼り薬・塗り薬を中心にドラッグストア等で販売されている市販薬への切り替えを促す。セルフメディケーション税制による優遇措置が取られていることを周知し、
スイッチOTC医薬品への切り替えを促進することにより、医療費の抑制及びジェネリック医薬品使用割合の向上を目的とする。 

千葉 

件名 ジェネリック医薬品の使用促進に向けた電車広告の実施 

概要 
 多くの人が利用するＪＲ線の車内に千葉県や健保連との連名による広告を行い、ジェネリック医薬品の使用状況や安全性等を周知することにより、使用促
進を図る。また、実施することで、ジェネリック医薬品の切り替え率の向上を図る。 

岐阜 

件名 SNSを利用した多国語広報 

概要 
 外国人利用者の多いFacebookを利用し、従来アプローチできなかった層への複数の言語による制度案内や各種広報を行うことにより、外国人加入者への
サービス向上を図るほか、ジェネリック医薬品の利用率向上や限度額適用認定証の利用率向上、特定健診受診率の向上等を図る。 

奈良 

件名 市町村及び地区薬剤師会と連携した残薬調整運動の実施市町村及び地区薬剤師会と連携した残薬調整運動の実施 

概要 
 市町村及び地区薬剤師会と連携して、薬局に残薬発生防止及びかかりつけ薬局等に関する啓発用ポスターを掲示するとともに、薬局窓口で節薬袋を配
布して、飲み残しの薬がある場合は薬剤師に相談するよう周知することで、残薬発生防止による調剤医療費の適正化等を図る。 

大阪 

件名 被保険者個人宛勧奨による生活習慣病予防健診（集団健診）の実施 

概要 
 小規模事業所においては、健診案内を協会が送付しても本人に周知されていない場合が多いため、従業員個人宛に生活習慣病予防健診（集団健
診）を案内することで、受診者の掘り起しを図る。 

香川 

件名 「健康で show do 島」 -  団・地（工業団地・地域活性）まるごと健康経営 

概要 
 工業団地、業種団体等にはたらきかけ、複数の事業所をまとめて健康経営を支援する。従来にない事業所間の連帯感を醸成することで、ヘルスリテラシーも
向上させる。 

高知 

件名 医師会等との連名による健康保険証適正使用推進にかかる医療機関等掲示用ポスターの作成 

概要 
 行政（高知県）や関係団体（医師会、歯科医師会、薬剤師会、支払基金）との連携による保険証の適正使用推進にかかるポスターを医療機関等に
送付し周知することにより、資格喪失後受診に伴う返納金の発生を抑制する。 

令和元年度の支部保険者機能強化予算における取組例 
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令和2年度三重支部重点事業 
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スコアリングレポートから見える三重支部の課題 

■三重支部の特徴として、被保険者の生活習慣病予防健診受診率は12位と高いが、特定保健指導実施率は初回面談31位、 

 6か月後評価34位と低い。健診を受けても結果が活かされていないといった「特定保健指導につながっていない状態」になっている。 

■また、被扶養者は、特定健診受診率が28位と、そもそも特定健診を受診しない。 

【健診受診率・保健指導実施率（2018年度）】 

指標1 

指標5 

指標6 指標4 
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令和2年度三重支部重点事業 

○ 今後、人口高齢化に伴う医療費や拠出金の増大が見込まれている中で、保険者には 

   より一層の医療費適正化の取り組みが求められる。 

○ 保険者が、保健事業を行うことにより、人々の健康・QOLを改善することができれば、 

  その結果として医療費も減少することが期待される。 

○ 保健事業は、危険度がより高い者に対してその危険度を下げるよう働きかけるハイリスク 

  アプローチと、集団全体に働きかけ全体のリスクの低下を図るポピュレーションアプローチの 

  両面からなる。 

○ 三重支部では、この保健事業のハイリスクアプローチとしての「きっかけの提供」とポピュレー 

  ションアプローチとしての「環境の提供」の２つのアプローチを効果的かつ効率的に展開 

  することにより、協会の将来的な医療費の減少につなげていく。 
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医療費適正化・健康寿命の延伸 



「きっかけの提供」 

1．被保険者の特定保健指導の外部委託 

2．被扶養者の集団健診（特定健診・特定保健指導） 

3．糖尿病等未治療者に対する医療機関への受診勧奨 

4．糖尿病予備群に対する重症化予防啓発 
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１．被保険者の特定保健指導の外部委託 

「きっかけの提供」 
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被保険者の特定保健指導の外部委託 

■ 特定保健指導では、支部保健師①と外部委託②③により県内の全域を対象として実施。また、委託業者のノウハウを活用し中断率を減少。 

■ 健診日の当日に特定保健指導の実施する健診機関を拡大。 

事
業
所
へ
対
象
者
の
案
内 

受
入
事
業
所
と
の
日
程
調
整 

初
回
面
談 

積
極
的
支
援 

動
機
づ
け 

支
援 

文
書
・電
話
支
援 

文
書
・電
話
支
援 

文
書
・電
話
支
援 

文
書
・電
話
支
援 

【最
終
評
価
】 

文
書
・電
話
支
援 

１ ２ ３ 

健
診
を
受
診 

【三重支部】 
 ○保健師・管理栄養士による初回 
   面談の実施（継続支援は委託） 
 ○受入拒否の事業所への勧奨訪問 

【健診機関】 
 ○健診日に特定保健指導の実施 

【外部委託】 
 ○事業所へ案内を行い、初回面談 
  から6か月後評価まで実施 

 ➢平成30年度委託件数  1,894件 
 ➢令和元年度委託件数※1,206件 
   ※令和元年8月現在 

【外部委託】 
 ○三重支部の保健師等の初回面談 
  後、継続支援を実施 

 ➢平成30年度委託件数  694件 
 ➢令和元年度委託件数※ 426件 
   ※令和元年8月現在 
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（参考）脱落防止（中断率の減少）のための取り組み 

  脱落防止（中断率の減少）のための取り組み 
中断理由の特長 

連絡不能 
79.1％ 

本人の意思 
12.5％ 

資格喪失  5.0％ 

次年度開始2.1％ 

治療開始   0.6％ 

服薬開始   0.3％ 

初回中断   0.2％ 

その他       0.2％ 

■ 中断理由では、「連絡不能」（79.1％）「本人の意思」（12.5％）の 

  順に多い。 

■「本人の意思」を理由にあげる対象者は、もともと保健指導に興味がない方 

  や自己管理を希望される方が多く、早期に脱落する傾向にある。一方で、 

  「連絡不能」は指導後半になるほど、対象者とつながりにくい状況になる。 

メール 手紙 電話 

途中終了 89件 510件 690件 

総   計 2,986件 4,532件 1,260件 

中 断 率 3.0% 8.0% 7.2% 

■ メールは、対象者の都合に合わせていつでも指導内容を確認できるため、 

  手紙や電話に比べると中断率が低い。 
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２．被扶養者の集団健診（特定健診・特定保健指導） 

「きっかけの提供」 

15 



被扶養者の集団健診（特定健診・特定保健指導） 

■ 被扶養者は、特定健診と特定保健指導を一体化した集団健診を、大型ショッピングモールなどを中心に三重県内の全域で実施。 

■ 上期（7～8月）に実施した集団健診では、対象者62,984人に受診勧奨を行い、申込者5,056人、受診者4,360人と当初見込み 

  2,500人を大きく上回り、また、特定保健指導（当日実施）では、対象者195人のうち96人に初回面談を実施。 

■ 下期（1～2月）では、対象者53,810人に対しての実施を予定している。 

志摩市商工会館 
179人 

熊野商工会議所 
101人 

尾鷲市民文化会館 
85人 

イオンモール東員 
822人（3日間） 

スポーツの杜伊勢 

259人（2日間） 

名張商工会議所 
269人（2日間） 

四日市市勤労者・市民交流

センター 408人（2日間） 

メッセウイングみえ 
476人（2日間） 

松阪商工会議所 
385人（3日間） 

ゆめぽりすセンター 
347人（2日間） 

大安公民館 
115人 

明和町立中央 
公民館 152人 

四日市地域総合会館
あさけプラザ  220人 

イオンモール鈴鹿 
542人（2日間） 

集合契約 
B機関 

集合契約 
A機関 

特定健診実施機関 
分布図 

特定健診未受診者 
分布図 
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桑名 いなべ 

四日市 鈴亀 

津 

伊賀 

名張 

松阪 

明和 

志摩 

尾鷲 

熊野 

南勢 



被扶養者の集団健診（特定健診・特定保健指導） 

■ 集団健診の案内では、行動経済学のナッジ理論を活用した「受診しなくては」と思わせるメッセージ等により、受診行動を促す。 

この通知は何に関する通知なのかを 

はっきりと示す 

消費税の改定前後で金額が変わる 

ことを伝え、損失回避性を引き出す 

説明内容の中面を圧着することで 

めくる楽しさを訴求する 

どのような行動をとればよいかを 

ステップ１・２・３で簡潔に示す 

色の種類を2・3色に限定し、受診

者への負担を減らす 

マーケテイングの観点から申込締切

日の2週間前に案内（5月中旬） 

検査項目が充実し、1時間で終わる

お手軽さを訴求する 

記入項目を少なく、太枠・見本など

によりわかりやすく誘導する 
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３．糖尿病等未治療者に対する医療機関への受診勧奨 

「きっかけの提供」 

18 



【外部委託】 
 ○対象者へ文書送付後、対象者 
   または事業所へ電話勧奨を実施 
  ➢平成30年度委託 1,451件 
  ➢令和元年度委託※    664件 
    ※令和元年8月現在 

糖尿病等未治療者に対する医療機関への受診勧奨 

■ 健診結果、高血圧・高血糖で治療を受けていない者に対して、本部から文書による受診勧奨後（一次勧奨）、支部から1か月以内に 

  文書及び電話による受診勧奨（二次勧奨）を実施。 

■ 従来のコール（一次勧奨）の後に、再度受診を案内するリコール（二次勧奨）は、すでに多くの保険者で実施しており、受診率改善が 

  報告されている。 ※コール・リコールは米国疾病管理センターによるシステマティック・レビューによりがん検診の受診率向上に最も効果的な手法であることが検証されている。 

■ 三重支部の平成30年度におけるインセンティブ指標の「医療機関への受診勧奨を受けた要治療者の医療機関受診率」が全国3位。 
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【空腹時血糖および経口糖負荷試験2時間値の判定基準（日本糖尿病学会）】 

リスクが高い方に医療
機関への受診勧奨 

健
診
を
受
診 

血
圧
・血
糖
が
要
治
療 

本
部
か
ら
一
次
勧
奨
（文
書
） 

支
部
か
ら
二
次
勧
奨
（文
書
） 

支
部
か
ら
二
次
勧
奨
（電
話
） 

【本部】 
○対象者へ文書送付 
（重症域の方へは質問票を同封） 

 ➢平成30年度実施 5,261件 
 ➢令和元年度実施※2,341件 
   ※令和元年9月現在 19 



■ 二次勧奨では、対象者に文書勧奨後、対象者または事業所へ電話勧奨を実施。 

■ 事業所の担当者からは、「この事業に何の意味があるのか」などの質問があり、その場合、保険料の仕組み（インセンテイブ制度等）により 

  事業所にとってもメリットがあることを説明することで、事業所の理解を深める（協力を得る）ことができた。 

糖尿病等未治療者に対する医療機関への受診勧奨 

二次勧奨 文書イメージ 
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■生活習慣病予防健診の結果、治療が必要と判断されながら医療機関を受診していない方に対して受診勧奨（一次勧奨・二次勧奨）を実施。 

■支部から二次勧奨（文書及び電話）を実施した際に、未受診理由等についてヒアリングを実施。 

16.6% 

19.3% 

21.4% 

29.5% 

10.8% 

14.5% 

15.8% 

9.6% 

40.4% 

25.3% 

33.5% 

35.6% 

32.1% 

41.0% 

29.2% 

25.4% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

血圧のみ 

血圧・血糖値 

血糖値のみ 

血糖値軽度 

受診している 近日中に受診 受診する気はない その他（不通等） 

重症化別の回答状況（n=1,435名） 

○ 4グループの中では、受診したと回答した方の割合が最も高いのは「血糖値軽度」の29.6％であった。 

   一方で、受診したと回答した方の割合が最も低いのは「血圧のみ」の16.6％であった。 

○ 「受診する気はない」の理由では、「時間がない」（41.7％）「自己管理する」（20.3％）「次回の健診結果をみて考える」（13.7％） 

   「自覚症状がない」（11.4％）の順に多い。 

（参考）医療機関を未受診理由の調査結果 
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４．糖尿病予備群に対する重症化予防啓発 

「きっかけの提供」 

22 



糖尿病予備群に対する重症化予防啓発 

■ 生活習慣が改善されなければ高血圧や糖尿病等の生活習慣病の重症化及び合併症の発症リスクが高まる可能性がある糖尿病予備群の 

  方に対して、健診データ分析から早期に医療専門職への相談または生活習慣の改善を促す啓発文書を送付。 

■ 糖尿病予備群に重症化の可能性があることをソーシャルマーケティングの手法を活用し、対象者の「気持ち」にあわせたメッセージを送る 

  ことにより適切な健康行動を促す。 
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【空腹時血糖および経口糖負荷試験2時間値の判定基準（日本糖尿病学会）】 

重症化になる可能性
がある方に生活習慣

の改善を促す 

平成30年度勧奨件数 

7,686件 

令和元年度勧奨件数 

12,410件 

23 



Ｑ 生活習慣の改善に取り組むきっかけになったことはどのようなことでしたか？ 

0 50 100 150 200

アドバイスシートの内容 

家族や周りの勧め 

かかりつけ医のアドバイス 

体調の変化 

健康診断の結果 

男 女 

0 50 100 150 200

アドバイスシートの内容 

家族や周りの勧め 

かかりつけ医のアドバイス 

体調の変化 

健康診断の結果 

30～39歳 
40～49歳 
50～59歳 
60～69歳 
70～74歳 

【性別】（単位:人） 【年齢別】（単位:人） 

■ 糖尿病予防対策として、空腹時血糖値が糖尿病と診断される一歩前の約7,686人に生活習慣 改善のためのアドバイスシートを提供し、 

  そのうち約4％（291人）から回答あり。 

■ 生活習慣の改善のきっかけでは、「健康診断の結果」が突出して多く、また、生活習慣の改善に取り組まない理由では「体調に問題を感じて 

  いない」という回答が最も多い。 

 【アドバイスシートがきっかけとならなかった方への質問】 

 生活習慣の改善に取り組まれないのはどのような理由からでしょうか？ 

0 2 4 6 8 10 12 14

体調に問題を感じていない 

療養（服薬）中のため 

面倒だから 

取り組んでも変わらない 

忙しい 

改善方法がわからない 

必要と感じているが実行できない 

（参考）生活習慣の改善に取り組む理由の調査結果 
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「環境の提供」 

1．健康事業所宣言によるコラボヘルスの推進 

2．幅広い関係者が一体となって取り組む体制の構築・強化 

25 



１．健康事業所宣言によるコラボヘルスの推進 

「環境の提供」 

26 



健康事業所宣言によるコラボヘルスの推進 

■ 「健康事業所宣言」は、健康でいきいきと働くことができる企業を目指して事業主が従業員の健康づくりに取り組む意思表明をするもの。 

■ 三重支部では、健康経営と働き方改革を一体的に取り組むツールとして、「健康事業所宣言」を普及促進している。  

ステップ➊ 
「健康度チェックシート」で事業所で取り組んでいる内容を確認し、エントリーシートを記入後、三重支部へ 

 ＦＡＸする。 

健康事業所宣言の流れ（ステップ１・２・３） 
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ステップ➋ 

エントリーシートのFAX後、三重支部から事業主あてに健康宣言書を 

郵送する。健康宣言書を事業所内の目立つところに掲示して、従業員 

の健康づくりに取り組むことを宣言いただき、取り組みが開始する。 

企業トップが社内外に宣言することで、事業所内での健康づくりの機運が

高まることになる。 

（令和元年9月現在） 

製造業 

22.9% 

サービス業 

21.8% 

建築業 

18.8% 

運輸業 

15.1% 

卸売・小売業 

13.2% 

その他 

8.2% 

健康事業所宣言によるコラボヘルスの推進 

【健康宣言事業所数の推移】 

【健康宣言事業所の業種別割合】 

【健康宣言書】    【健康推進事業所認定書】 

11社  25社  
83社  

462社  

977人  
2,363人  

4,845人  

21,014人  

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 

28 

被保険者数 

28,193人 

事業所数 

587社 



ステップ➌ 
健康事業所宣言後の健康づくりの取り組みは、相互に関連しているので、一つの取り組みを進めること

で、他の取り組みへの波及効果が期待できるため、健診受診率100％に取り組むなど、できることから始

めることが重要である。 

健康度チェックシートを活用 

健康度チェックシートの実施例を参考に、すぐにできる 

取り組みから始めて、一つでも多くの取り組みができる 

ように進める。 

取組事例や健康情報を活用 

三重支部から提供する事業所カルテや取組事例集、 

メルマガの季節の健康情報などを活用して、事業所に 

あった取り組みを進める。 

「禁煙・分煙」「従業員への感染予防」 

「健康をテーマとした情報提供」「コミュニケーション向上」に 

取り組んでいる事業所が多い。 

事業所カルテ 取組事例集 

健康事業所宣言によるコラボヘルスの推進 

協会けんぽの取り組みの活用例 
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■健康事業所宣言の取り組みが進んだ事業所には、経済産業省による健康経営優良法人の認定取得を促し、取り組みの質の向上を図る。 

※日本健康会議とは、少子高齢化が急速に進展する日本において、国民一人ひとりの健康寿命延伸と適正な医療について、民間組織が連携し行政の全面的な支援 

  のもと実効的な活動を行うために組織された活動体です。経済団体、医療団体、保険者などの民間組織や自治体が連携し、職場、地域で具体的な対応策を実現し 

  ていくことを目的としています。 

健康経営に取り組む 
優良な法人として 
積極的に公表 

求職者、取引先、 
金融機関などから 
社会的評価が 

期待できる 

健康経営優良法人 

の認定を受けると… 

企業イメージアップ 

業績アップ 

健康経営優良法人の認定により 
健康で企業イメージを高めるチャンスに 

大規模法人部門 

2017 2018 2019 

全 国 8  34 91 

三重支部 0 0 0 

中小規模法人部門  

2017 2018 2019 

全 国 267 593 1,940 

三重支部 7 15 57 

健康経営優良法人認定事業所数（協会けんぽ加入事業所） （単位：事業所） 

※「健康経営優良法人認定制度」は、地域の健康課題に即した取り組みや日本健康会議※が進める健康増進の取り組みをもとに、特に優良な健康経営を実践して 

  いる大企業や中小企業等の法人を顕彰する制度。 

健康事業所宣言によるコラボヘルスの推進 
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２．幅広い関係者が一体となって取り組む 

   体制の構築・強化 

「環境の提供」 
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資料：厚生労働省「社会全体での予防・健康づくりの推進」を一部改編 

自治体 
医療・介護 
関係者 

企業・ 
経済団体 

保健所 

運動や飲食等の団
体・関係者 

保険者 

関係省庁 
・団体 

その他 

幅広い関係者が 

一体となって取り組む 

体制の構築・強化 

「協会けんぽの健康事業所宣言」 をメッセージツールとして活用して、健康経営を後押しする 

幅広い関係者が一体となって取り組む体制の構築・強化 

■健康無関心層も含めた予防・健康づくりを推進していく上で、幅広い関係者が一体となって取り組む体制の構築・強化が必要。 

■地域・職域において、関係者との相互の効果的な連携事業について検討を進めていく必要がある。 
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幅広い関係者が一体となって取り組む体制の構築・強化 

■ 三重県が主催し日本健康会議が共催する「三重とこわか県民健康会議」が、9月6日 

 に三重県総合文化センター（津市）で県民と健康会議を構成する団体のトップやその 

 関係者など約230名が出席した。 

■ 三重とこわか県民健康会議は、人生100年時代の到来も見据え、「誰もが健康的に 

 暮らせる“とこわかの三重”」の実現に向け、企業、関係機関・団体、地方自治体等が 

 一体となり、県民自らが主体的に取り組む健康づくりや企業の健康経営の取り組みを 

 推進することを目的としている。 

■ 三重支部は、同会議の構成団体として参画し、会議では真柄前支部長が「協会けん 

 ぽの健康事業所宣言」と題して取組事例を発表した。 

■ 今後、企業における健康経営の取り組みを促進する仕組みとして、三重支部の健康 

 事業所宣言をもとに、「とこわか健康会員」認定制度を設けることとしている。 

三重とこわか県民健康会議（日本健康会議in三重） 

【構成団体】（抜粋） 

保健医療関係団体（医師会等）、保険者（保険者協議会等）、福祉関係団体

（社会福祉協議会）、健康づくり関連団体（ウォーキング協会）、経済団体（商工会

議所連合会、商工会連合会、中小企業団体中央会）、報道機関、学識経験者（三

重大学等）、教育関係団体（小中学校校長会等）、行政機関（労働局、市町等） 
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「新たな手法の研究」 
（パイロット事業・調査研究事業） 

1．特定保健指導における行動変容と個人特性（性格） 

   との関連性 

2．中小企業従業員の行動変容を促す公衆衛生学や 

   行動経済学を活用した介入方法の検討 
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■ 特定保健指導対象者を心理学的分類をし、分類に応じた保健指導用パンフレットを作成し、保健指導時の当該パンフレット 

 使用群と未使用群により行動変容レベルの変化や指導継続率等を比較し優位性を検証する。 

研究概要 

○ これまで実施してきた特定保健指導の課題の一つに、使用するパンフレット等媒体の内容は充実しているにもかかわらず、 

  特定保健指導に対する受け止め方や対応の方法は対象者個人によって異なり、思うような行動変容につながらないこと 

  が挙げられる。これらは、対象者の心理的要因と何らかの関連があるのではないかと考えられる。 
 

○ 心理学的分類の状態（気分）と特性（性格）をはじめ価値観等、多面的に被保険者を分析し、行動変容、保健指 

  導目標達成率との関連を調査することにより、今後の特定保健指導において、どういった働きかけ・アプローチが一番いい 

  のかテーラーメイドな指導方法を見出すための足がかりとなりうる。 
 

○ つまり、個人特性に合った支援まで深く理解することにより、質が高く効果的な特定保健指導の実現が可能なる。 

目的・背景 

○特定保健指導における行動変容と個人特性（性格）との関連性 

新たな手法の研究（調査研究事業） 
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特定保健指導対象者   目標人数：1,000名以上（最少人数100名） 研究対象 

研究内容 研究期間：2018年10月～2022年5月（約4年間） 

○ 特定保健指導対象者等を調査票によって心理学的分類をし、当該分類による行動変容の特徴分析を行う。 

○ 特徴分析の結果から、心理的分類によってメタボリックシンドロームのパンフレットを数種類作成し、分類による行動変容の 

  指標に関して分析する。 

保健指導対象者への調査 保健指導実施者への調査 
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■中小企業特有の健康課題について、公衆衛生学や行動経済学を活用し従業員の行動特性を踏まえた介入方法（プログ 

 ラム）を、研究者と有用性を繰り返し検証することで、行動変容効果が実証されたアプローチを構築し、パッケージ化する。 

研究概要 

○ 協会けんぽでは、保険者と事業主が積極的に連携し、保険者は保健事業を実施、事業主は職場環境を整備するというような 

 役割分担をすることで、加入者の予防・健康づくりを効果的・効率的に実行することができるコラボヘルスの取り組みを推進している。 

○ しかし、中小企業では、①従業員の健康増進は経営者の経営課題としての優先順位が低いこと、②中小企業の従業員は大企 

 業の従業員と比較して、健康関連情報に触れる機会や健康について考える機会が少なく、健康行動を促しにくいこと、③企業側の 

 取り組みは従業員が自覚する健康課題に合致していない可能性も考えられること等の理由から、多くの中小企業では従業員の 

 健康増進の取り組みが進んでいない現状がある。 

○ また、協会けんぽから事業主への事業支援では、現場の担当者の意欲や能力・環境に依存した限られたエビデンスによる対応 

 となっていることが見受けられる。 

○ このため、研究者が発信するエビデンスのナッジなどの新しい行動科学的方法を活用し、これまでの個人的アプローチから集団 

 全体の行動変容を促す環境的アプローチとして中小企業における健康課題・行動特性を考慮した介入プログラムを構築する。 

目的・背景 

○中小企業従業員の行動変容を促す公衆衛生学や行動経済学を 
活用した介入方法の検討 

新たな手法の研究（支部独自の分析事業） 
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（参考）令和元年度パイロット事業・支部調査研究事業の概要 

■ パイロット事業・調査研究事業は、協会として医療費適正化や保健事業などの先駆的な取り組みを行うにあたって、課題の洗い出しや解決 

    策の検討などを含め効率的な方法で実施することにより、全国的な展開のための基盤作りを行うもの。 

■ 支部の企画力向上のほか幅広い提案をボトムアップするため、年に1回、支部からの事業提案を募集している。 

静岡 

件名 Ge政府目標達成に向けた直前期対策と診療報酬改定の検証及び政策提言 

概要 
・診療報酬改定により薬価が大幅に下がった長期収載品（先発品）からジェネリック医薬品への移行率を抽出し、診療報酬改定による影響を検証する。 
・またデータ検証の過程で、ジェネリック医薬品使用割合の引き下げに転じている機関とその薬剤情報を短期で特定し、支部へ提供できるフォーマットを構築する。 

静岡 

件名 薬局と連携したジェネリックお見積もり【継続】 

概要 
・薬局窓口において、処方箋受付時にジェネリックに切り替えた場合の費用負担の簡易な見積りを提示し、ジェネリックへの切り替えを促進する。 
・支部においては、そうした見積りを作成できる薬局リストをジェネリック医薬品軽減額通知に同封するとともに、加入者向けのジェネリックお見積り依頼カードや、薬局
向けの広報ツールを作製して環境整備を図る。 

京都 

件名 薬局に対する地域別ジェネリック医薬品処方状況のお知らせ 

概要 
・ジェネリック医薬品使用割合が支部平均未満の薬局を地域別に抽出し、薬局ごとの医薬品処方状況から各薬局でよく使用されている先発医薬品を抽出し、その
先発医薬品にかかるジェネリック処方状況を地域別にお知らせする。 

和歌山 

件名 精神疾患治療薬使用者に対するジェネリック医薬品使用促進のお知らせ 

概要 
・アプローチを行っていない精神疾患治療薬の使用者に対し、ジェネリック医薬品使用を啓発するリーフレットを送付し、ジェネリック医薬品切替の効果測定を行う。 

広島 

件名 乳幼児医療制度終了時にジェネリック医薬品使用促進通知を発送 

概要 
・被扶養者の乳幼児医療制度が終了したタイミングで、被保険者に対してジェネリック医薬品に関するパンフレット及び、希望シールを送付する。自己負担が大きく増
額されるタイミングで、情報提供を行うことにより、積極的にジェネリック医薬品を使用していただき、医療費削減につなげる。 

愛媛 

件名 ジェネリック医薬品切り替え拒否者に対する切り替え勧奨 

概要 
・レセプトデータからジェネリック医薬品への切り替えを拒んでいる加入者を抽出し、切り替え勧奨通知を送付する。また、勧奨通知送付時にアンケート用紙も同封し、
切り替えに障害となっている原因を調査する。 

高知 

件名 医師会等との連名による健康保険証適正使用推進にかかる医療機関等掲示用ポスターの作成 

概要 
・行政（高知県）や関係団体（医師会、歯科医師会、薬剤師会、支払基金）との連携による保険証の適正使用推進にかかるポスターを医療機関等に
送付し周知することにより、資格喪失後受診に伴う返納金の発生を抑制する。 

パイロット事業 ○ジェネリック医薬品の使用促進  
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（参考）令和元年度パイロット事業・支部調査研究事業の概要 

静岡 

件名 地域フォーミュラリ策定システムの構築と標準薬物治療に向けた提言【継続】 

概要 

・協会の調剤データを用いて、生活習慣病治療薬に係る地域単位及び訪問対象医療機関における先発品・後発品の処方・調剤量をリスト化する。 
・その上で、病院訪問において当該リストを提示し、生活習慣病治療薬に係る第一選択肢を後発医薬品とするよう提言すると共に、病院と協議を重ねてエビデンスを
付与したフォーミュラリ（※）を病院に作成してもらう。（※）医療機関における最も有効で経済的な医薬品の推奨リスト。 
・長期的には、複数病院のフォーミュラリを一定程度収集することにより、薬物治療の標準化に向けた議論を喚起し、最終的には地域単位でのフォーミュラリの作成を
目指す。 

静岡 

件名 抗菌薬使用量の可視化ツールの展開とAMRアクションプランにおける提言 

概要 

・抗菌薬は上気道炎の罹患者において約6割に処方されており、大半は診療所であるが、その使用量を診療所において、地域の医療機関と比較することが困難なた
め、地域の適正化の変化に気づきにくい。 
・そのため、自機関と地域の医療機関における抗菌薬使用量の比較を可視化するツールを開発し、情報を医療機関へ発信し適正化を図る。 

パイロット事業 ○医療データ分析に基づく地域の医療提供体制への働きかけ  

滋賀 

件名 AIを活用した集団健診会場･日程の最適化モデル構築事業【継続】  

概要 

・支部の過去5年間の健診データと事業者が独自で実施したアンケート解析結果から、AIを用いて集団健診を受診する確率が潜在的に高い健診場所・日程につい
て算出する（GISとも連動）。 
・その上で、被扶養者の特定健診未受診者を対象に受診勧奨を実施し、AIを活用して選定した健診場所や日程とそれ以外とでの健診受診率の差異を検証する。 

京都 

件名 健診サポート機関の設置によるワンストップヘルスケアサービスの提供 

概要 

・協会が委託契約している生活習慣病予防健診と特定保健指導については、一体的な契約体系となっていないため、健診がゴールとなってしまい、健診をきっかけと
した行動変容が期待以上に図れていない。  
・そこで、健診機関の役割を再定義し、健診実施時の初期に横断的な健康サポートを実施していく「健診サポート機関」の設置を積極的に進め、健診機関に対し最
も効果的、効率的な健診直後での健康サポートに向けた意識の変革を促し、更に予防におけるゲートキーパー機能の担い手としての役割を期待するもの。 

兵庫 

件名 健診前ヘルスアップ促進事業 

概要 
・過去の健診受診状況から健診受診月を予測し、予測月の前月に過去３年間の健診結果を記載したリーフレットを送付する。健康への意識が高まる健診受診前
を狙った広報を実施し、健診後の健康づくりの取組みの継続を促すとともに、特定保健指導の活用について勧奨する。 

和歌山 

件名 小規模事業所に対する健診実施状況の実態調査及び受診勧奨アプローチ【継続】 

概要 
・被保険者数10人以下の事業所については、労働安全衛生法上、事業主健診の実施義務は課されているものの、国の統計においては事業主健診の実施率は
調査されていないことから、実態が判然としていない。このため、アンケート調査による小規模事業所における事業者健診の実施状況等の実態把握を行うとともに、事
業主から加入者への健診の受診勧奨の促進や被保険者に対する受診勧奨を併せて行う。 

パイロット事業 ○特定健診・特定保健指導実施率の向上  
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（参考）令和元年度パイロット事業・支部調査研究事業の概要 

大阪 

件名 柔道整復施術療養費支給申請書の申請内容を活用したデータ分析及び適正化対策について 

概要 ・追加でデータ化した柔整データのクロス集計後、地域別や施術所単位での傾向を把握し、部位ころがしなどの疑いがある患者及び施術所を抽出の上、検証する。 

○医療データ分析に基づく医療費適正化対策  

岐阜 

件名 減塩推進の効果検証 ～健診時の尿中塩分測定を用いて～ 

概要 
・尿中塩分測定および事業所における減塩推進のアプローチを行い、一年後の健診時の尿中塩分の値及び意識調査等により、その効果を検証する。 
・減塩のアプローチはその後、他の事業所でも展開可能なものとし、今後の協会けんぽにおける事業所へのポピュレーションアプローチ手法確立の一助となる。  

三重 

件名 特定保健指導における行動変容と個人特性（性格）との関連性 

概要 
・特定保健指導対象者を心理学的に分類し、分類に応じた保健指導用パンフレットを作成。パンフレット使用群と未使用群と比較し、行動変容レベルの変
化や指導継続率等を検証する。 

京都 

件名 京都支部加入者の健診結果に基づくCKD重症度分類と生活習慣の関連に関する調査研究【継続】 

概要 
・H24～29年のCKD重症度分類ごとの問診項目、血圧、血糖やその他疾患のリスクの分析、業態別の慢性腎臓病の悪化要因の分析を行う。 
・CKD重症度と生活習慣の関連や傾向を明確化し、生活習慣に重点をおいた早期の重症化予防の介入を目指す。 

沖縄 

件名 重症化予防事業対象者の受診行動に影響を及ぼす要因の調査・分析 

概要 
・重症化予防事業の二次勧奨後の受診率は11.5％で目標の15.0％に満たない状況にあり、受診に影響を及ぼす要因を3つの視点（①対象者の受診促
進要因、②受診に繋がる勧奨方法、③事業所の健康管理体制）から調査・分析し、受診率を高める保健指導を構築する。 

支部調査研究事業 

○データを用いた保健事業にかかる調査研究  支部調査研究事業 
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（参考）これまでのパイロット事業のうち全国展開した主な事業 

実施 
年度 

支部名 事業名 事業概要および全国展開の状況 

21年度 広島支部 ジェネリック医薬品軽減額通知 

○ 現在服用されている先発医薬品をジェネリック医薬品に切り替えた場合の、自己負担の軽減可能額を

お知らせする事業。 

○ 平成22年1月より本部にて一括発送を開始。平成30年度は平成30年8月と平成31年2月に合計

669万件発送。 

22年度 広島支部 
レセプト・健診データを活用した 

受診勧奨の実施（重症化予防） 

○ 健診結果データから要治療者と判断されながら、医療機関に受診していない者に対し、受診勧奨を実

施する事業。 

○ 平成25年度より本部において一括して受診勧奨通知を発送。現在では、平成29年度健診受診者の

うち、331,940人に対し受診勧奨通知を発送している。 

25年度 大分支部 
事業所まるごとの健康づくり事業 

（健康宣言事業） 

○ 健康重視の職場づくりを行うことを事業所に宣言してもらい、宣言事業所に対し、従業員の健康度を

「見える化」したデータを提供すること等により、事業所単位の健康づくりをサポートする事業。 

○ 平成26年度より順次拡大し、現在は全支部で事業所とのコラボヘルスとして実施。健康宣言事業所

は、平成30年6月時点で23,074社。 

26年度 兵庫支部 
GIS（地理情報システム）を活用した 

データヘルス計画の推進 

○ ＧＩＳ（地理情報システム）を活用し、特定健診未受診者の住所地データを地図上で可視化し、

未受診者の多い地域での集団健診の実施や最寄りの健診実施機関を案内を含めた受診勧奨を実施

する事業。 

○ 平成28年度より全国展開し、今年度までに全支部に導入済み。特定健診の受診勧奨に限らず、地

域ごとの実情を把握し、効果的な取組につなげるために活用している。 

29年度 静岡支部 
医療機関向け総合情報ツール 

事業（ジェネリック） 

○ 医療機関に対し、院外分のジェネリック医薬品使用割合に加えて院内分を示すとともに、医療機関別

にジェネリック医薬品使用割合への影響度が高い薬剤を抽出し、使用割合の県平均からのかい離幅を

示すことで、ジェネリック医薬品の使用促進を図る事業。 

○ 平成30年12月より全国展開。本部より各支部へ提供している「医療機関・調剤薬局向け見える化

ツール」に、院内版のツールを追加するとともに、ジェネリック医薬品使用割合向上に寄与する上位10医

薬品のコンテンツを追加した。 
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令和2年度支部保険者機能強化予算（案） 
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令和2年度支部保険者機能強化予算（案） 

■ 医療費適正化対策や広報・意見発信に対する予算 

支部医療費適正化等予算 

予算枠 

12,806千円 

医療費適正化 
対策 

3,648千円 

広報・意見発信 
9,158千円 

取組内容 経費 

ジェネリック医薬品使用促進リーフレット 
 三重県、三重県薬剤師会と連携し、医療保険制度の維持を訴求する啓発チラシを作成し、県
内の医療機関・薬局から配付する。 

111千円 

中小企業従業員の行動変容を促す行動経済学を活用した介入方法の検討 
 従業員の行動特性を踏まえた介入方法を研究者と検証し、事業所での効果的な取り組みを
パッケージ化する。 

1,722千円 

小規模事業所の被保険者における地域・業種・年齢別受診傾向の分析 
 未受診者が多い小規模事業所について、地域・業種・年齢別にセグメントわけした受診勧奨を
行い、受診行動の特性を検証する。 

1,815千円 

特定保健指導における行動変容と個人特性（性格）との関連性 
 特定保健指導対象者を心理学的分類をし、分類に応じた保健指導用パンフレットを作成し、
行動変容レベルの変化等を検証する。 

調査研究 
事業で計上 

納入告知書に同封する制度・事業等の案内チラシ 
 日本年金機構から適用事業所（約27,000事業所）へ送付する納入告知書に制度・事業
等の案内チラシを同封する。 

4,980千円 

健康保険制度・事務手続き冊子 
 健康保険委員や新規適用事業所に制度・事務手続きに関する冊子を配付し理解率向上を
図る。 

3,273千円 

限度額適用認定申請セット 
 県内の医療機関窓口に限度額認定申請セットを設置し、医療機関から患者へ限度額認定申
請の使用を促す。 

165千円 

任意継続申請セット 
 資格喪失後受診が多い事業所に配付し、事業所から従業員へ退職後の健康保険に係る案
内を行う。 

102千円 

インセンティブ制度に係る周知啓発リーフレット 
 事業所訪問やセミナーなどでインセンティブ制度をわかりやすく解説したリーフレットを用いて保健
事業等に対する協力・理解を求める。 

572千円 

インセンティブ制度に係る新聞広告 
 新聞広告と同時に新聞記事への掲載を行うことで広告宣伝効果を高める。 66千円 

医
療
費
適
正
化
対
策 

広
報
・
意
見
発
信 
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区分 取組内容 経費 

集団健診 

○過去の実績データから受診確率の高い地域や未受診が多い地域を特 

 定し、ショッピングセンターなどの施設で集団健診を実施（被扶養者） 

○小規模事業所で未受診者が多い地域や健診機関が少ない地域で集 

 団健診を実施（被保険者） 

12,606千円 

事業者健診 
の結果データ 

取得 

○外部委託による事業所への事業者健診データ提出勧奨 

○事業者健診結果（紙媒体）のデータ入力委託 
11,748千円 

健診推進経費 
○特定健診の集団健診の実施にあたり、健診の実施率が目標を達成し 

 た場合に支払う報奨金 
795千円 

健診受診 
勧奨 

○被保険者・被扶養者に対して年度当初に案内する健診チラシの作成 1,436千円 

その他（健診機関実地指導旅費等） 5千円 

保健指導 
利用勧奨 

○特定保健指導を実施するにあたって、年度当初や健診機関から案内 

 する健診データの共同利用に係るチラシの作成 
644千円 

その他（中間評価時の血液検査費等） 2,538千円 

未治療者 
受診勧奨 

○医療機関への受診が必要な方に対する一次勧奨後、1か月以内に 

 電話や文書での勧奨を外部委託により実施 
12,553千円 

重症化予防 
対策 

○糖尿病予備群に対する重症化予防啓発の実施 

○医療機関による未治療者への受診勧奨の実施 
6,064千円 

コラボヘルス 
事業 

○三重県等の関係団体と連携した健康経営・働き方改革の普及促進 

 のためのセミナーの開催 

○健康宣言に参加するためのエントリーシートの作成 

○優良な取り組みを実施している事業所の取組内容をまとめた事例集の 

 作成 

○従業員への健康教育等に活用できる健康情報誌の提供 

3,876千円 

令和2年度支部保険者機能強化予算（案） 

■ 保健事業における重点的な取り組みに対する予算 

支部保健事業予算 

予算枠 

52,265千円 

重症化予防 
対策 

18,617千円 

健診 
26,590千円 

健
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保
健
指
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重
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化
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保健指導 
3,182千円 

コラボヘルス 
3,876千円 

※ 保健指導の外部委託に係る経費は、 
 基礎的業務関係予算等で措置される。 
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